
 

令 和 ８ 年 ２ 月 ３ 日   
島根県総務部総務事務センター  

                    
 －令和８年度に島根県に指定消耗品（事務用品）の納入を希望される 

事業者の皆様へ－ 
 
島根県では平成２４年度から全県を対象として指定消耗品（事務用品）の調達をして

おりますが、令和８年度も継続して実施します。詳細につきましては、下記のとおりで

す。 
記 

１ 指定消耗品（事務用品）の調達の概要 
（１）契約相手方の選定方法 

下記（２）の「調達を行う区分」別に、（４）対象品目の分類 
ごとに電子入札または見積合せを行う。 

（２）調達を行う区分 
本庁等、松江地区、雲南地区、出雲地区、県央地区、浜田地区、 
益田地区の７区分 

 （３）対象所属 
上記（２）の各地区にある合同庁舎の入居所属及びその管内にある 
単独所属（病院局を除く） 

（４）対象品目 
一部事務用品 

本庁等 １１分類 
Ａ ＰＰＣ用紙   Ｈ 修正・接着用品類 
Ｂ ＰＰＣ用紙類  Ｉ カートリッジ類 
Ｃ ファイル類   Ｋ メディア類 
Ｄ 筆記具類    Ｌ 電池類 
Ｆ 付箋類     Ｍ その他文具類 
Ｇ クリップ類 

各地区 ６分類 
Ａ ＰＰＣ用紙  Ｆ 付箋類  
Ｃ ファイル類  Ｈ 修正・接着用品類 
Ｄ 筆記具類   Ｉ カートリッジ類 

注）具体的な対象品目は、入札公告又は見積依頼の際に提示します。 
（５）契約期間（予定） 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 
（６）発注の開始時期（予定） 

令和８年４月１日 
 



 

（７）契約の方法 
単価契約   

（８）入札等の参加資格要件 
    ア 島根県の「令和７年から令和９年までの物品の売買、借入れ等に係る入札

参加資格者名簿の該当の営業種目に登録されている事業者であること。 
    イ 下表の（Ａ）調達を行う区分ごとに、該当する（Ｂ）地域区分内に本店又

は代表者により入札等の権限の委任を受けた者が所属する支店又は営業

所があること。 
（Ａ）調達を行う区分 （Ｂ）地域区分 

本庁等 
出雲地域 
（松江市、出雲市、安来市、雲南市、 

仁多郡奥出雲町、飯石郡飯南町） 

松江地区 

雲南地区 

出雲地区 

県央地区 石見地域 
（浜田市、益田市、大田市、江津市、邑智郡川本町、

同美郷町、同邑南町、鹿足郡津和野町、同吉賀町） 
浜田地区 

益田地区 

 
（９）物品の発注、納品及び請求等の手順について 
   ア 各所属は、県と単価契約を締結した事業者あてに原則月１回を限度として

発注書をメールで送付する。 
（契約後、発注先メールアドレスを提示していただきます。） 

   イ 発注を受けた事業者は、発注を行った各所属に納品する。なお、納品範囲

が広域にわたる物品については郵送も可能とする。ただし、郵送料等それ

に係る経費は事業者負担とする。 
     納品に当たっては、納入期限内に行うものとする。 
   ウ 発注した各所属の検査担当者が、納品を確認する。 
   エ 事業者は、納品を行った当該月分の請求を１枚の請求書にまとめ、所属別

の内訳書を添付して、総務部総務事務センター物品調達第一係・第二係へ

納品した月の翌月１０日までに郵送等で送付する。 
（総務事務センターでの納品確認は、当該月末日となるため、請求日は翌

月１日以降としてください。） 
   オ 総務事務センターは、請求書の内容を確認し正当な請求書を受理した日か

ら３０日以内に、事業者に対し一括で支払う。 
 
２ 今後の実施予定 
（１）令和８年２月中旬    入札公告及びオープンカウンター案件公開 
（２）令和８年３月下旬    契約の締結準備 
（３）令和８年４月      ４月１日契約、発注開始 



 

なお、令和８年度予算の議会議決がない場合、契約締結を行わない場合があり

ます。 
 

３ お問い合わせ先 
  〒690-8501 島根県松江市殿町１番地 

島根県総務部総務事務センター 物品調達第一係・第二係 
電話（０８５２）２２－５３３６．５３４２．５６８３ 


